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｢Ｎ，Ｎ－ビス（２－アミノエチル）エタンー１，２－ジアミン｣ 
別名：トリエチレンテトラミンを含有する 
水成膜泡消火薬剤の劇物指定時における対応 
について 
 

トリエチレンテトラミン 
別名 
Ｎ，Ｎ－ビス（２－アミノエチル）エタンー１，２－ジアミン 
トリエチレンテトラアミン 
トリエンチン 
CAS No. : 112-24-3 
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２．顧客各位でお願いしたい対応 
３．配備・在庫場所様 実際の運用例 
４．シールの無償配布について 
５．ラベルの変更について 
６．譲請書について 
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１．劇物について 

■ 化学物質等が持つ生物学的作用（主に急性毒性）に着目し、毒性
の強い順に「特定毒物」「毒物」「劇物」に分類されています。 
 

■ 毒物や劇物は、私たちの暮らしの身近な場所で、その化学的特長
を生かして有用に活用されていますが、吸飲や接触によって中毒
になるなどの危険性を併せ持っています。 
 

■ そのため、取扱には細心の注意が必要となりますし、盗難などに
より犯罪に悪用されるケースも警戒しなければならないことから
、その取扱等について「毒物及び劇物取締法」により規定されて
います。 

 
（千葉県ホームページより） 
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２．顧客各位でお願いしたい対応 

■ 泡消火薬剤を取り扱い、販売する場合には販売業登録と毒物劇物取扱者
の選任が必要になります。 

   ※伝票のみ（オーダー販売）で取引の場合は販売業登録のみ必要です。 
 
■ 泡消火薬剤設備（含む消防車）に充填されたもの、火災・点検等で放出

されたものは対象外となります。 
 

■ 缶、ドラム等製品のまま保管される場合、販売業登録と毒物劇物取扱者
の選任は必要ありませんが、劇物としての取り扱い（※）が必要です。 

   ※『医薬用外劇物』シール等の貼り付け、数量管理等。 
 
■ 点検・補充業務時については、日本消火装置工業会より発行されるリー

フレットをご参照ください。 
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３．配備・在庫場所様 実際の運用例 

泡放出について 
（火災対応、テスト） 
 泡消火剤設備（含む消防車）は対象外。 
 同様に放出したものも劇物に当たりません。 
 従来の運用に則って運用していく事になります。 
 詳細はＳＤＳに記載。 

 
泡消火薬剤自体（缶、ドラム等）の在庫について 
 劇物としての管理が必要になります。 
 缶へのシール貼り付け。 
 施錠管理保管場所は鍵のかかる専用の部屋とする、もしくは専用にできない場合普通物と区別する為に保管場所を 
 柵等で囲む等の処置が必要になります。 

長崎県庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ みなとグループホームページﾞ 

モリタ宮田工業ﾎｰﾑﾍﾟｰジﾞ ＤＩＣ消火実験例 

ラベル貼り付け 



４．シールの無償配布について 
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ＤＩＣにて2種類をご用意しました。 
入手については下記までお問い合わせ下さい。 
 
■ 在庫場所 貼り付け用 
   ２００mm×８０mm  
 
■ 容器 貼り付け用 
   １００ｍｍ×４０ｍｍ 
 
入手問い合わせ先 
 ＤＩＣ株式会社  
 ポリマ製品本部  
 精密化学品営業グループ 泡消火薬剤担当 
      ＴＥＬ：０３－６７３３－５９３３ 
         ＦＡＸ：０３－６７３３－６１９３ 
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４－１．シールの無償配布について(依頼フォーム） 



５．ラベルの変更について 
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劇物指定対応により、製品ラベルに追加事項があります。（７／７出荷分以降に対応
） 

新 旧 



６．譲請書について 
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 毒劇物の販売会社は、毒劇物の業登録を持たないお取引様に納品する場合、 毒劇物譲受書の入手、
保管が法的に義務付けられています。 
 弊社といたしましては、譲請書の入手に関して以下の対応を行っています。 
 納品時に伝票等と共に譲請書を添付致します。 
 その譲受書に、受領の日付の記入と個人印を押印して頂き、配達時に添付している返信用封筒にて 
返送をお願い致します。 
 なお、返送先は弊社物流業務の元請であります日立物流ファインネクスト株式会社となり、返信用 
封筒に住所・宛名は記載されております。 
 弊社の譲請書のフォーマットは以下の通りです。 
 




